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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第123期

中間連結会計期間
第124期

中間連結会計期間
第123期

会計期間
自 2024年３月１日
至 2024年８月31日

自 2025年３月１日
至 2025年８月31日

自 2024年３月１日
至 2025年２月28日

売上高 (百万円) 75,456 74,943 156,006

経常利益 (百万円) 10,788 10,089 24,010

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益

(百万円) 9,098 7,022 21,758

中間包括利益又は包括利益 (百万円) 21,073 42 29,546

純資産額 (百万円) 275,927 268,622 279,407

総資産額 (百万円) 350,477 336,096 343,068

１株当たり中間(当期)
純利益

(円) 122.71 97.00 295.57

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

(円) 122.55 96.88 295.15

自己資本比率 (％) 78.0 79.0 80.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 8,256 6,047 18,765

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,242 △11,568 17,563

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △12,350 △11,188 △15,850

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(百万円) 68,617 69,420 89,780

(注) １．当社は中間連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ません。

２．「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日）等を第124期中

間連結会計期間の期首から適用しており、第123期中間連結会計期間及び第123期連結会計年度に係る主要な

経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっています。

２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者

が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識してい

る主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はあ

りません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものです。

当社グループは、医薬品などの創製・育薬・製造・販売を通じて「世界の人々のＱＯＬ（クオリティ・オブ・ラ

イフ：生活の質）向上を目指す」を経営理念と定めています。多様化するお客様のニーズに応えるべく、『「手当

て」の文化を、世界へ。』という企業使命のもと、当社が培ってきた貼付剤技術をベースに事業活動を積極的に展

開してまいります。また、今後も、地球にやさしい「エコ＆コンパクト」パッケージの実現等をはじめとする、Ｅ

ＳＧ（環境・社会・ガバナンス）及びＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を推進する活動を行うことで、持続可能な

社会の構築に貢献し、企業としての社会的責任を果たしてまいります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

（業績の状況）

当社は「医薬品事業」のみを報告セグメントとしており、当中間連結会計期間の連結業績は以下のとおりで

す。

① 売上高

売上高は、749億４千３百万円(前年同期比0.7％減)となりました。

国内市場では、医療用医薬品事業において、情報提供活動を重点的に行った経皮吸収型非ステロイド性疼

痛治療剤「ジクトルⓇテープ」や原発性手掌多汗症治療剤「アポハイドⓇローション20%」等の売上が増加し

たものの、2025年４月の薬価改定、選定療養制度の導入を含む後発品使用促進策による影響を引き続き受け、

前年同期比3.8％の減収となりました。なお、「アポハイドⓇローション20%」については、患者さんからの

ご要望等を踏まえ、2025年６月に新容量18mL追加に関する承認事項一部変更承認を取得し、同年７月に新発

売しました。引き続き、本剤の適正使用の推進に努めることにより、原発性手掌多汗症の患者さんのＱＯＬ

の向上に貢献してまいります。一般用医薬品事業では、厳しい販売競争の影響を受けた「サロンパスⓇ」や

物流体制の変更を行った「エスカップⓇ」の売上が減少したこと等により、前年同期比15.2％の減収となり

ました。

海外市場では、医療用医薬品事業において、経皮吸収型製剤の女性ホルモン市場の伸長や販売活動の強化

により、米国を中心に売上が増加し、前年同期比31.5％の増収となりました。一般用医薬品事業では、積極

的な販売活動を行ったものの、主に円高の影響で、前年同期比3.3％の減収となりました。
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〔地域別売上高〕

（単位：百万円）

2025年２月期
中間期実績

2026年２月期
中間期実績

増減額 増減率

売上高 75,456 74,943 △512 △0.7％

医療用医薬品

日本 26,463 25,458 △1,004 △3.8％

海外 10,323 13,575 ＋3,251 ＋31.5％

米国 7,471 10,282 ＋2,811 ＋37.6％

その他地域 2,852 3,292 ＋440 ＋15.4％

一般用医薬品
・

その他

日本 13,369 11,337 △2,032 △15.2％

海外 23,667 22,891 △776 △3.3％

米国 11,328 11,919 ＋591 ＋5.2％

その他地域 12,338 10,971 △1,367 △11.1％

その他事業 日本 1,631 1,680 ＋49 ＋3.0％

② 営業利益

営業利益は、81億２千８百万円(前年同期比9.7％減)となりました。その主な要因は、売上総利益は増加し

たものの、販売費及び一般管理費が増加したことによるものです。なお、販売費及び一般管理費は、379億６

千３百万円(前年同期比7.2％増)となりました。

③ 経常利益

経常利益は、100億８千９百万円(前年同期比6.5％減)となりました。その主な要因は、営業利益の減少に

よるものです。

④ 親会社株主に帰属する中間純利益

親会社株主に帰属する中間純利益は、70億２千２百万円(前年同期比22.8％減)となりました。その主な要

因は、経常利益の減少に加えて、投資有価証券売却益が減少したことによるものです。

この結果、当中間連結会計期間における１株当たり中間純利益は97.00円となりました。
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（財政状態の分析）

当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表の概要は以下のとおりです。

① 資産

総資産は、前連結会計年度末と比較して69億７千２百万円減少し、3,360億９千６百万円となりました。主

な増減は、現金及び預金（105億９千７百万円減）、有価証券（56億２千４百万円減）及びその他流動資産

（32億３千３百万円増）です。

② 負債

負債合計は、前連結会計年度末と比較して38億１千１百万円増加し、674億７千３百万円となりました。主

な増減は、電子記録債務（20億３千３百万円増）及びその他流動負債（25億６百万円増）です。

③ 純資産

純資産合計は、前連結会計年度末と比較して107億８千４百万円減少し、2,686億２千２百万円となりまし

た。主な増減は、利益剰余金（350億７千７百万円減）、自己株式（314億５千３百万円増）及び為替換算調

整勘定（90億２千８百万円減）です。

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して203億６千万円減少し、

694億２千万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは60億４千７百万円の収入（前年同期は82億５千６百万円の収入）となり

ました。これは主に、税金等調整前中間純利益（100億３千４百万円）、減価償却費（34億２千２百万円）、法人

税等の支払額（37億６百万円）などによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは115億６千８百万円の支出（前年同期は42億４千２百万円の収入）となり

ました。これは主に、定期預金の増加額（71億６千８百万円）、有形固定資産の取得による支出（43億９千８百

万円）などによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは111億８千８百万円の支出（前年同期は123億５千万円の支出）となりま

した。これは主に、自己株式の取得による支出（77億８千３百万円）、配当金の支払額（33億５百万円）などに

よるものです。

(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間連結会計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び

新たに生じた課題はありません。

(4) 研究開発活動

当中間連結会計期間の研究開発費の総額は66億１千万円です。

なお、当中間連結会計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 380,000,000

計 380,000,000

② 【発行済株式】

種類
中間会計期間

末現在発行数(株)
(2025年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2025年10月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 75,164,895 75,164,895

東京証券取引所
(プライム市場)
名古屋証券取引所
(プレミア市場)
福岡証券取引所

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式(単元
株式数は100株)

計 75,164,895 75,164,895 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。

決議年月日 2025年７月10日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役（社外取締役を除く） ６名

新株予約権の数(個)※ 141（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）
※

普通株式 14,100(注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ １

新株予約権の行使期間※ 2025年７月29日～2075年７月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 3,186
資本組入額 1,593（注）３

新株予約権の行使の条件※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の
決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）５

※ 新株予約権証券の発行時（2025年７月28日）における内容を記載しています。

(注) １．新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数は次のとおりです。

当社取締役(社外取締役を除く) ６名 141個

各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は、100株です。

２．新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式

の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式によ

り付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
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調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力

発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して

資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる

場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、

当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必

要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予

約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知又は公告する。

ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公

告する。

３．(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げる。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の資本

金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４．(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、当該喪失した地位に基づき割当てを受

けた新株予約権を行使することができる。

(2)新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の保有する新株予約権全部が、相続人のうち、配

偶者、子、父母又は兄弟姉妹のうちの１人に相続される場合に限り（以下、当該相続人を「承継者」と

いう）、承継者は新株予約権を行使することができる。

(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

(4)新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権（その一部を放棄した場合には放棄後に残存する新株予約

権）のすべてを一括して行使しなければならない。

５．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る）又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併

につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき

吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交

換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞ

れの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」と

いう）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移

転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．及び２.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に

上記（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金

額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができ

る再編対象会社の株式１株当たり１円とする。
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(5)新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い

日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記３．に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には、「株主総会」とする）の決議による承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

(9)その他の新株予約権の行使の条件

上記４.に準じて決定する。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2025年６月12日
(注)

△10,000,000 75,164,895 ― 8,473 ― 2,118

(注) 自己株式の消却による減少です。
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(5) 【大株主の状況】

2025年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を除
く。)の総数に対
する所有株式数
の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行㈱
（信託口）

東京都港区赤坂１丁目８番１号 赤坂イ
ンターシティＡＩＲ

6,386 8.93

㈱日本カストディ銀行（りそな銀行
再信託分・㈱西日本シティ銀行退職
給付信託口）

東京都中央区晴海１丁目８―12 4,370 6.11

日本生命保険(相) 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 3,910 5.47

野村信託銀行㈱（退職給付信託三菱
UFJ銀行口）

東京都千代田区大手町２丁目２―２ 3,452 4.83

㈱福岡銀行 福岡市中央区天神２丁目13―１ 3,321 4.65

久光製薬取引先持株会 佐賀県鳥栖市田代大官町408番地 2,778 3.89

㈱佐賀銀行 佐賀県佐賀市唐人２丁目７―20 2,356 3.30

㈱ＳＭＢＣ信託銀行（㈱三井住友銀
行退職給付信託口）

東京都千代田区丸の内１丁目３―２ 2,064 2.89

㈱ティ・ケー・ワイ 福岡県久留米市篠山町１丁目12番３ 1,845 2.58

タイヨー興産㈱ 福岡県久留米市篠山町１丁目12番３ 1,770 2.48

計 ― 32,256 45.13

(注) １ 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりです。

㈱日本カストディ銀行 4,370千株

日本マスタートラスト信託銀行㈱ 6,386千株

野村信託銀行㈱ 3,452千株

㈱ＳＭＢＣ信託銀行 2,064千株

２ 上記のほか当社所有の自己株式は、3,684千株です。

３ 2024年７月29日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、㈱三菱ＵＦＪフィ

ナンシャル・グループが2024年７月22日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社

として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含め

ていません。

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりです。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合

(％)

㈱三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 3,452 4.05

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 1,073 1.26

三菱ＵＦＪアセットマネジメント㈱ 東京都港区東新橋一丁目９番１号 276 0.33

合計 4,803 5.64



― 10 ―

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式 ―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

3,684,700
(相互保有株式)
普通株式 ― 同上

75,800

完全議決権株式(その他)
普通株式

713,556 同上
71,355,600

単元未満株式
普通株式

― 同上
48,795

発行済株式総数 75,164,895 ― ―

総株主の議決権 ― 713,556 ―

(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式25株が含まれています。

② 【自己株式等】

2025年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
久光製薬株式会社

佐賀県鳥栖市
田代大官町408番地

3,684,700 ― 3,684,700 4.90

（相互保有株式）
丸東産業株式会社 福岡県小郡市干潟892-1

23,000 52,800 75,800 0.10

計 ― 3,707,700 52,800 3,760,500 5.00

(注) １．自己株式(3,684,700株)には久光製薬従業員持株会専用信託が保有する当社株式(325,100株)は

含まれていません。

２．他人名義で所有している理由等

所有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所

加入持株会における共有持分数 久光製薬取引先持株会 佐賀県鳥栖市田代大官町

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しています。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年３月１日から2025年８月31

日まで)に係る中間連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により期中レビューを受けています。
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１ 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2025年２月28日)

当中間連結会計期間
(2025年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 114,518 103,921

受取手形、売掛金及び契約資産 47,223 48,968

有価証券 14,598 8,974

商品及び製品 12,044 13,465

仕掛品 794 893

原材料及び貯蔵品 9,553 10,532

その他 5,400 8,633

貸倒引当金 △344 △292

流動資産合計 203,788 195,096

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 29,045 27,910

その他（純額） 30,854 31,545

有形固定資産合計 59,899 59,455

無形固定資産

販売権 300 277

のれん 1,294 1,218

その他 4,380 4,168

無形固定資産合計 5,974 5,664

投資その他の資産

投資有価証券 60,222 62,944

その他 13,389 13,142

貸倒引当金 △207 △207

投資その他の資産合計 73,405 75,879

固定資産合計 139,280 140,999

資産合計 343,068 336,096
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2025年２月28日)

当中間連結会計期間
(2025年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,910 10,634

電子記録債務 4,205 6,239

短期借入金 1,065 946

未払法人税等 3,627 2,298

賞与引当金 2,213 1,554

その他 26,203 28,710

流動負債合計 47,226 50,382

固定負債

長期借入金 1,694 1,431

退職給付に係る負債 7,819 7,705

その他 6,920 7,953

固定負債合計 16,434 17,090

負債合計 63,661 67,473

純資産の部

株主資本

資本金 8,473 8,473

資本剰余金 2,361 2,272

利益剰余金 257,881 222,804

自己株式 △47,550 △16,096

株主資本合計 221,166 217,454

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 18,485 20,668

土地再評価差額金 3,337 3,337

為替換算調整勘定 31,334 22,306

退職給付に係る調整累計額 2,093 1,848

その他の包括利益累計額合計 55,250 48,160

新株予約権 408 321

非支配株主持分 2,581 2,685

純資産合計 279,407 268,622

負債純資産合計 343,068 336,096
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(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)

売上高 75,456 74,943

売上原価 31,047 28,851

売上総利益 44,408 46,092

販売費及び一般管理費 ※1 35,402 ※1 37,963

営業利益 9,006 8,128

営業外収益

受取利息 1,461 1,125

受取配当金 648 651

その他 446 427

営業外収益合計 2,555 2,203

営業外費用

支払利息 16 10

持分法による投資損失 137 141

為替差損 582 14

その他 36 75

営業外費用合計 773 242

経常利益 10,788 10,089

特別利益

固定資産処分益 12 3

投資有価証券売却益 2,303 137

特別利益合計 2,315 140

特別損失

固定資産処分損 2 10

自主回収関連費用 － 185

特別損失合計 2 195

税金等調整前中間純利益 13,101 10,034

法人税等 3,700 2,806

中間純利益 9,401 7,227

非支配株主に帰属する中間純利益 303 205

親会社株主に帰属する中間純利益 9,098 7,022
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【中間連結包括利益計算書】

(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)

中間純利益 9,401 7,227

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 200 2,183

為替換算調整勘定 11,594 △9,129

退職給付に係る調整額 △156 △264

持分法適用会社に対する持分相当額 33 25

その他の包括利益合計 11,672 △7,184

中間包括利益 21,073 42

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 20,731 △68

非支配株主に係る中間包括利益 342 111
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(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 13,101 10,034

減価償却費 2,914 3,422

のれん償却額 75 75

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 48 △90

貸倒引当金の増減額（△は減少） 40 △42

受取利息及び受取配当金 △2,109 △1,776

支払利息 16 10

持分法による投資損益（△は益） 137 141

投資有価証券売却損益（△は益） △2,303 △137

売上債権の増減額（△は増加） △6,666 △3,360

棚卸資産の増減額（△は増加） △605 △3,375

仕入債務の増減額（△は減少） 5,025 3,416

その他 △1,134 △505

小計 8,540 7,813

利息及び配当金の受取額 1,928 2,043

利息の支払額 △16 △7

法人税等の支払額 △2,187 △3,706

役員退職慰労金の支払額 △7 △95

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,256 6,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 10,611 △7,168

有形固定資産の取得による支出 △10,041 △4,398

無形固定資産の取得による支出 △30 △100

投資有価証券の取得による支出 △8 △158

投資有価証券の売却による収入 3,690 216

その他 22 40

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,242 △11,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） － △100

長期借入金の返済による支出 △29 △282

自己株式の取得による支出 △8,902 △7,783

配当金の支払額 △3,217 △3,305

非支配株主への配当金の支払額 △131 △6

自己株式の処分による収入 － 351

その他 △68 △62

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,350 △11,188

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,102 △3,651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,251 △20,360

現金及び現金同等物の期首残高 66,366 89,780

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1 68,617 ※1 69,420
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日 至 2025年８月31日)

該当事項はありません。

(会計方針の変更等)

当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日 至 2025年８月31日)

（会計方針の変更）

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正

会計基準」という。）等を当中間連結会計期間の期首から適用しています。なお、当該会計方針の変更による

中間連結財務諸表への影響はありません。

(中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日 至 2025年８月31日)

税金費用の計算 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する

方法を採用しています。
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(中間連結貸借対照表関係)

該当事項はありません。

(中間連結損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりです。

前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)

広告宣伝費 8,005百万円 7,650百万円

販売促進費 7,026百万円 6,458百万円

研究開発費 5,106百万円 6,610百万円

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

です。

前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)

現金及び預金勘定 113,572百万円 103,921百万円

有価証券に含まれる現金同等物 8,743百万円 8,974百万円

計 122,315百万円 112,895百万円

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 △53,698百万円 △43,475百万円

現金及び現金同等物 68,617百万円 69,420百万円
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(株主資本等関係)

前中間連結会計期間(自 2024年３月１日 至 2024年８月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年５月23日
定時株主総会

普通株式 3,220 42.50 2024年２月29日 2024年５月24日 利益剰余金

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年10月10日
取締役会

普通株式 3,301 45.00 2024年８月31日 2024年11月７日 利益剰余金

３．株主資本の著しい変動

当社は、2024年５月23日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、2024年５月24日付で、自己株式立会外買付取引

（ToSTNeT-3）により、株式数2,400,000株、取得価額8,901百万円を取得しました。この結果、当中間連結会計期間

末において、自己株式が45,896百万円となっています。

当中間連結会計期間(自 2025年３月１日 至 2025年８月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年５月22日
定時株主総会

普通株式 3,301 45.00 2025年２月28日 2025年５月23日 利益剰余金

(注) 2025年５月22日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金17百万円

が含まれています。

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年10月９日
取締役会

普通株式 4,288 60.00 2025年８月31日 2025年11月６日 利益剰余金

(注) 2025年10月９日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金19百万円

が含まれています。

３．株主資本の著しい変動

(1) 自己株式の取得

当社は、2025年７月10日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、取得株式数3,000,000株、総額15,000百万円を上限と

して2025年７月11日から2025年12月31日の期間で自己株式の取得を進めています。これにより当中間連結会計期間

において自己株式を1,922,200株取得し7,783百万円増加しました。

(2) 自己株式の消却

当社は、2025年５月22日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行うことを

決議し、2025年６月12日付で自己株式を10,000,000株、38,884百万円消却しました。

この結果、資本剰余金が86百万円、利益剰余金が38,797百万円、自己株式が31,100百万円それぞれ減少し、当中

間連結会計期間末における資本剰余金は2,272百万円、利益剰余金は222,804百万円、自己株式は16,096百万円とな

っています。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年３月１日 至 2024年８月31日)

当社の報告セグメントは「医薬品事業」のみであるため、記載を省略しています。

Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年３月１日 至 2025年８月31日)

当社の報告セグメントは「医薬品事業」のみであるため、記載を省略しています。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間連結会計期間(自 2024年３月１日 至 2024年８月31日)

（単位：百万円）

医療用医薬品
一般用医薬品
・その他

その他事業
(注)

合計

地域別

日本 26,463 13,369 1,631 41,465

米国 7,471 11,328 － 18,800

その他地域 2,852 12,338 － 15,191

合 計 36,786 37,037 1,631 75,456

財又はサービスの移転時期

一時点 35,955 37,037 1,631 74,624

一定の期間 831 － － 831

合 計 36,786 37,037 1,631 75,456

(注) 「その他事業」には有線テレビ放送事業及びその他の事業が含まれます。

当中間連結会計期間(自 2025年３月１日 至 2025年８月31日)

（単位：百万円）

医療用医薬品
一般用医薬品
・その他

その他事業
(注)

合計

地域別

日本 25,458 11,337 1,680 38,476

米国 10,282 11,919 － 22,202

その他地域 3,292 10,971 － 14,263

合 計 39,034 34,228 1,680 74,943

財又はサービスの移転時期

一時点 38,202 34,228 1,680 74,111

一定の期間 831 － － 831

合 計 39,034 34,228 1,680 74,943

(注) 「その他事業」には有線テレビ放送事業及びその他の事業が含まれます。



― 21 ―

(１株当たり情報)

１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりです。

項目
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)

(1) １株当たり中間純利益金額 122円71銭 97円00銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する中間純利益(百万円) 9,098 7,022

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
中間純利益(百万円)

9,098 7,022

普通株式の期中平均株式数(千株) 74,142 72,394

(2) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益 122円55銭 96円88銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する中間純利益調整額(百万円) － －

普通株式増加数(千株) 98 87

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年
度末から重要な変動があったものの概要

― ―

(注)株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり中間純利益の算定上、

期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています。

１株当たり中間純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、当中間連結会計期間353,300株

です。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

２ 【その他】

第124期(2025年３月１日から2026年２月28日まで)中間配当については、2025年10月９日開催の取締役会におい

て、2025年８月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議し

ました。

①配当金の金額 4,288百万円

②１株当たりの金額 60円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2025年11月６日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。



独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

2025年10月10日

久光製薬株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

福岡事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 西 田 俊 之

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 前 田 拓 哉

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている久光製薬株式会

社の2025年３月１日から2026年２月28日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年３月１日から2025年８月31日

まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中

間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、久光製薬株式会社及び連結子会社の2025年８月31日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全

ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用

される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任

を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。





・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付け

る。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務

諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合

は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中

レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続でき

なくなる可能性がある。

・中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成

及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認めら

れないかどうかを評価する。

・中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の

結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。





【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の５の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年10月10日

【会社名】 久光製薬株式会社

【英訳名】 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO.,INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 冨 一 榮

【最高財務責任者の役職氏名】 ―

【本店の所在の場所】 佐賀県鳥栖市田代大官町408番地

【縦覧に供する場所】 久光製薬株式会社東京本社

(東京都千代田区丸の内二丁目４番１号)

久光製薬株式会社大阪支店

(大阪市中央区南船場一丁目11番12号)

久光製薬株式会社名古屋支店

(名古屋市千種区仲田二丁目７番11号)

久光製薬株式会社福岡支店

(福岡市博多区東那珂二丁目２番10号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目８番20号)

証券会員制法人福岡証券取引所

(福岡市中央区天神二丁目14番２号)



１ 【半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長 中冨一榮は、当社の第124期中間会計期間（自 2025年３月１日 至 2025年８月31日）の半期

報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。





宝印刷株式会社印刷


